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公布された法令のあらまし 

老人福祉規則の一部を改正する規則（規則第35号） 

国の老人福祉法施行規則の一部改正により､老人居宅生活支援事業の開始等に当たり知事に届け出なければ

ならない事項が見直されることに伴い､当該届出等に係る様式について､所要の整備を行うこととした｡ 

規         則 

老人福祉規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和２年６月30日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

兵庫県規則第35号 

老人福祉規則の一部を改正する規則 

老人福祉規則（昭和39年兵庫県規則第88号）の一部を次のように改正する。 

第７条の見出しを「（老人デイサービスセンター等事業変更届）」に改め、同条中「老人デイサービスセンタ

ー等施設変更届」を「老人デイサービスセンター等事業変更届」に改める。 

様式第１号中「３ 条例、定款その他の基本約款」を削り、「４」を「３」に、「５」を「４」に改め、「及び

経歴」を削り、「６」を「５」に、「７」を「６」に、「８」を「７」に、 

「 

９ 事業開始の予定年月日 

」 

を 

「 

８ 事業開始の予定年月日 

注 老人居宅生活支援事業開始届には、次に掲げる書類を添付してください。 

(1) 市町にあっては、条例 

(2) 市町以外の者にあっては、届出者の登記事項証明書 

」 

に改める。 

様式第３号中「ので、」の右に「同法第14条の２の規定により」を加え、 

「 

変更事項        変更前（届出事項）    変 更 後 

」 

を 

「 

施設、サービスの拠点又は住居

の名称、種類及び所在地  
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変更内容 

変更事項  

変更前  

変更後  

変更年月日 年  月  日 

変更の理由  

備考  

」 

に改める。 

様式第５号中「(3) 配置図、各階平面図及び立面図」を削り、「(4)」を「(3)」に改め、「その他主な職員」

及び「及び経歴」を削り、 

「 

８ 事業開始の予定年月日 

」 

を 

「 

８ 事業開始の予定年月日 

注 老人デイサービスセンター等施設設置届には、次に掲げる書類を添付してください。 

(1) 建物の配置図、各階平面図及び立面図 

(2) 市町以外の者にあっては、届出者の登記事項証明書 

」 

に改める。 

様式第６号中 

「 

市町長        □印 

」 

を 

「 

設置者 

代表者 氏名        ○印 

」 

に改め、 

「 

２ 設置主体又は経営主体の名称 

３ 施設の地理的状況 

」 

を削り、「４」を「２」に改め、「(3) 配置図、各階平面図及び立面図」を削り、「(4)」を「(3)」に、 

「 

５ 設置者の資産状況 

６ 施設の運営の方針 

７ 入所定員 

８ 職員の定数及び職務の内容 

９ 施設の長その他主な職員の氏名及び経歴 

10 事業開始の予定年月日 

」 

を 

「 

３ 養護老人ホームを設置しようとする者にあっては、次に掲げる事項 
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(1) 施設の運営の方針 

(2) 入所定員 

(3) 職員の定数及び職務の内容 

４ 特別養護老人ホームを設置しようとする者にあっては、次に掲げる事項 

(1) 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

(2) 職員の勤務の体制及び勤務形態 

(3) 協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容 

(4) 協力歯科医療機関の名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容 

５ 施設の長その他主な職員の氏名及び経歴 

６ 事業開始の予定年月日 

注 老人ホーム設置届には、次に掲げる書類を添付してください。 

(1) 建物の配置図、各階平面図及び立面図 

(2) 特別養護老人ホームを設置しようとする者にあっては、施設の運営についての重要事項に関する規

程 

(3) 地方独立行政法人にあっては、届出者の登記事項証明書 

」 

に改める。 

様式第７号中「により認可願いたく」を「による認可を」に改め、 

「 

２ 設置主体又は経営主体の名称 

３ 施設の地理的状況 

」 

を削り、「４」を「２」に改め、「(3) 配置図、各階平面図及び立面図」を削り、「(4)」を「(3)」に、 

「 

５ 設置者の資産状況 

６ 施設の運営の方針 

７ 入所定員 

８ 職員の定数及び職務の内容 

９ 施設の長その他主な職員の氏名及び経歴 

10 事業開始の予定年月日 

」 

を 

「 

３ 養護老人ホームを設置しようとする者にあっては、次に掲げる事項 

(1) 施設の運営の方針 

(2) 入所定員 

(3) 職員の定数及び職務の内容 

４ 特別養護老人ホームを設置しようとする者にあっては、次に掲げる事項 

(1) 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

(2) 職員の勤務の体制及び勤務形態 

(3) 協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容 

(4) 協力歯科医療機関の名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容 

５ 施設の長その他主な職員の氏名及び経歴 

６ 事業開始の予定年月日 

注 老人ホーム設置認可申請書には、次に掲げる書類を添付してください。 

(1) 建物の配置図、各階平面図及び立面図 

(2) 特別養護老人ホームを設置しようとする者にあっては、施設の運営についての重要事項に関する規

程 

(3) 申請者の登記事項証明書 

」 



令和２年６月30日 火曜日   兵 庫 県 公 報          第３号外 

4 

に改める。 

様式第９号中「老人デイサービスセンター等施設変更届」を「老人デイサービスセンター等事業変更届」に

改め、「老人介護支援センター）」の右に「の事業」を、「ので、」の右に「ので、」の右に「同法第15条の２第１

項の規定により」を加え、 

「 

変更事項        変更前（届出事項）    変 更 後 

」 

を 

「 

施設の名称、種類及び所在地 

変更内容 

変更事項  

変更前  

変更後  

変更年月日 年  月  日 

変更の理由  

備考  

」 

に改める。 

様式第10号中「関係書類を添えて」を「、老人福祉規則第８条の規定により」に改め、「３ 入所定員」を削

り、「４」を「３」に改め、「５ 施設運営の方針」を削る。 

様式第13号中「事業内容」を「事業」に改め、「ので、」の右に「同法第15条の２第２項の規定により」を加

え、 

「 

変 更 前     変 更 後 

１ 施設の名称及び所在地 

２ 土地又は建物に係る権利関係 

３ 建物の規模及び構造並びに設備の概要 

４ 施設の運営の方針 

５ 職員の定数及び職務の内容 

６ 事業開始の予定年月日 

」 

を 

「 

施設の名称、種類及び所在地 

変更内容 

変更事項  

変更前  

変更後  

変更予定年月日 年  月  日 

変更の理由  

備考  

」 

に改める。 

様式第16号中 

「 
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市町長        □印 

」 

を 

「 

設置者 

代表者 氏名        ○印 

」 

に、「を廃止（休止・入所定員減少・入所定員増加）したいので、」を「の廃止（休止・入所定員の減少・入所

定員の増加）をしたいので、同法第16条第２項の規定により」に改める。 

様式第17号中「を廃止（休止・入所定員減少・入所定員増加）したいので」を「の廃止（休止・入所定員の

減少・入所定員の増加）をしたいので、同法第16条第３項の規定による認可を」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和２年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の老人福祉規則様式第１号、様式第３号、様式第５号から様式第７号まで、様式第

９号、様式第10号、様式第13号、様式第16号及び様式第17号の規定による届出書又は申請書については、こ

の規則の施行の際現に残存するこの規則による改正前の老人福祉規則様式第１号、様式第３号、様式第５号

から様式第７号まで、様式第９号、様式第10号、様式第13号、様式第16号及び様式第17号の規定（以下この

項において「旧様式」という。）による用紙に限り、旧様式によることができる。 
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